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Ⅰ はじめに 

１ 情報公開制度とは 

 情報公開制度は、組合が保有する情報を、組合管轄内の市民の皆さんからの請求

によって公開する制度です。市民の知る権利と組合の説明責任を明らかにし、市民

による組合運営の監視の下、より公正で開かれた運営を推進することを目的として

います。 

 なお、請求については、組合管轄内の市民だけではなく、どなたでも公開の請求

をすることができます。 

 ＜請求できる組合の機関＞ 

  草加八潮消防組合管理者、草加八潮消防組合議会、草加八潮消防組合監査委員、 

  草加八潮消防組合公平委員会 

 

２ 公開できる情報と公開できない情報 

 公開請求できる情報は、情報公開制度を実施する４機関の組合職員が職務として

作成したり、取得したりした文書、図面、写真、フィルム、磁気ディスク等で、組

織的に保有しているものが対象となります。原則として全ての情報が公開となりま

すが、例外として次のような情報は公開できないことがあります。 

 ＜公開できない情報＞ 

  ① 個人のプライバシーに関する情報 

  ② 法人等の情報で、公開することにより法人等の正当な利益を害するもの 

  ③ 公開することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報 

  ④ 審議等の情報で、公開することにより率直な意見の交換等が損なわれるもの 

  ⑤ 組合等の事務事業の情報で公開することにより適正な執行に支障を及ぼすも

の 

  ⑥ 法令又は条例の規定により公開することができない情報 

 詳しくは、情報公開担当（消防局総轄担当）までお問合せください。 
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３ 情報公開手数料 

  情報公開請求を行うと手数料を徴収することになります。手数料の詳細は、次の

とおりとなります。 

 

表１ 情報公開等請求手数料 

手数料の 
種類 

公開の 
方法 

公文書の 
種類 

金額 
組合を構成する市の

区域内の住民 
組合を構成する市の区

域内の住民以外 
公 開 請 求

手 数 料

 1件につき200円 1件につき400円 

公 開 実 施

手 数 料

閲覧又は

写しの交

付 

文書、図面、写

真、フィルム及

び電磁的記録

（録音及び録画

に係るものを除

く。） 

1面につき20円 1面につき40円 

視聴又は

写しの交

付 

録音及び録画に

係るもの 
録音テープ等1巻につ

き200円 
録音テープ等1巻につき

400円 

備考１ 組合を構成する市の区域内の住民の定義については、表２のとおりです。 

  ２ 写しの交付については、上記手数料に別途作成費用が表３のとおり加算され

ます。 

 

表２ 組合を構成する市の区域内の住民の定義 

a. 草加市、八潮市内（以下「市内」といいます。）に住所を有する者 

b. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人 

c. 市内の事務所又は事業所に勤務する者 

d. 市内の学校に在学する者 

e. aから dまでに掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する

者。この場合は、公開請求できる公文書は当該公開請求したものが利害関係を

有する文書に限ります。 
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表３ 情報公開写しの作成費用等 

公文書の種類 金額 
1 文書、図面、フィ

ルム及び電磁的記録

（録音及び録画に係

るものを除く。） 

普通紙日本産業規格A4判以下 1面につき 
白黒10円 
カラー50円 

普通紙日本産業規格A3判 1面につき 
白黒10円 
カラー80円 

普通紙日本産業規格A2判 1面につき 
白黒120円 
カラー210円 

普通紙日本産業規格A1判 1面につき 
白黒130円 
カラー220円 

普通紙日本産業規格A0判 1面につき 
白黒150円 
カラー230円 

2 写真 実費相当額 
3 録音及び録画に係

るもの 
録音テープ等を実施機関が購

入した場合 
当該録音テープ等の実費相当額 

録音テープ等を公開請求者が

持参又は送付した場合 
無料 

備考１ 写真をコピー機で普通紙に複写したときは、「文書、図面、フィルム及び電

磁的記録」の区分の金額となります。 

  ２ 電磁的記録の出力に係るプログラム構築（修正を含む。）その他公文書の写

しの作成に特別に費用を要するときは、実費相当額となります。 

 

４ 個人情報保護制度とは 

  個人情報保護制度は、組合が行う個人情報の収集や利用についての基本的なルー

ル、ＩＴ時代に対応した個人情報の保護措置を定めています。併せて、組合の各機

関（情報公開制度を実施している機関と同じ４機関）が保有する自分の情報を見た

り誤りを訂正したりする手続を定めた制度です。 

  これらの権利を保障するため、自己の個人情報を管理する権利（プライバシー権）

を明らかにして、より公正で信頼される組合運営を確保することを目的としていま

す。 
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５ 個人情報取扱いの基本的なルール 

  組合は、３つの基本的なルールに従って、個人情報を取り扱っています。 

① 個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にし、必要最小限の範囲内

で、原則として本人から収集します。 
② 思想や信条、宗教等に関する個人情報は、法令等の定めがあるときなどを除

き、原則として収集しません。 
③ 収集した個人情報の目的外の利用や提供は、法令等の定めがあるときなどを

除き、原則として行いません。 

 

６ 開示請求できる内容と開示できない情報 

  個人情報保護制度を実施する機関で組織的に保有している自分の情報（自己情報）

について、次のような請求をすることができます。 

 

  ① 自分の情報の閲覧や視聴、写しの交付（個人情報開示の請求） 

  ② 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正（訂正請求） 

  ③ 自分の情報が個人情報取扱いの制限を超えて収集、利用又は外部提供された

と認められるときは、その利用の停止、消去又は提供の停止（利用停止請求） 

 

  これらの請求に対し、原則として自分の情報は本人に対して開示しますが、例外

として開示できない情報があります。 

 

 ＜開示できない情報＞ 

  ① 第三者のプライバシーに関する情報 

  ② 法人等の情報で、開示することにより法人等の正当な利益を害するもの 

  ③ 個人の評価、診断等の情報で、開示することにより事務事業の適正な執行に

支障を及ぼすもの 

  ④ 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報 

  ⑤ 審議等の情報で、開示することにより率直な意見の交換等が損なわれるもの 

  ⑥ 組合等の事務事業の情報で、開示することにより適正な執行に支障を及ぼす

もの 

  ⑦ 法令又は条例の規定により開示することができない情報 

  ⑧ 開示することが未成年者の利益に反すると認められる情報 

 

  詳しくは、個人情報保護制度担当（消防局総務課）までお問合わせください。 
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Ⅱ 情報公開制度の実施状況 

１ 公開請求の件数及び処理状況 

  草加八潮消防組合情報公開条例の規定に基づく請求件数及び決定件数は、表４、

表５のとおりです。 

 

表４ 請求件数及び処理状況                   （単位：件） 

年度 請求件数 決定件数 公開 一部公開 非公開 取下げ 

平成 29 年度 ５ ５ ５    

平成 30 年度 １ １ １    

令和元年度 ５ ５ ５    

令和２年度 １ １  １   

 

表５ 実施機関別請求件数                    （単位：件） 

実施機関 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

管理者 １ ５ １ 

内

訳 

消防局 １ ５ １ 

草加消防署    

八潮消防署    

組合議会    

監査委員    

公平委員会    

備考１ １件の請求の中に複数の文書や複数の所属が対象となることがあるため、請

求件数と決定件数が一致しないことがあります。 

  ２ 令和２年度は、組合議会、監査委員、公平委員会への請求はありませんでし

た。 
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２ 非公開決定等の理由 

  情報公開条例第７条、第８条及び第１０条の規定に基づき公開請求を受けた公文

書を非公開又は部分公開等とした理由は、次のとおりでした。 

 

表６ 非公開又は部分公開の理由                 （単位：件）

備考 １件の決定で複数の理由が含まれているものもあります。 

 

３ 公開請求処理状況 

  令和２年度の情報公開請求の処理状況は、表７（巻末１９頁）のとおりです。 

  なお、公開決定等について審査請求はありませんでした。 

  

理由 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

個人に関する情報（第７条第１

号） 
   １ 

法人その他の団体に関する情報

又は事業を営む個人の当該事業

に関する情報（第７条第２号） 

    

公開により犯罪予防に支障を及

ぼすことが明らかに認知される

に相当の理由を有する情報（第

７条第３号） 

 

  １ 

実施機関並びに国及び他の地方

公共団体の内部又は相互間にお

ける審議、検討、協議等に関す

る情報（第７条第４号） 

 

   

実施機関又は国若しくは他の地

方公共団体が行う事務又は事業

に関する情報（第７条第５号） 

 

   

法令又は条例により公開できな

い情報（第７条第６号） 
 

   

存否応答拒否（第１０条）     

文書不存在     

その他     

合計 ０ ０ ０ ２ 
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Ⅲ 個人情報保護制度の実施状況 

１ 個人情報取扱い事務等の登録状況 

  組合は、個人情報取扱事務の適正な運用を行うために、個人情報を取り扱う事務

や電磁的に構成された個人情報ファイルの届出・登録を義務付けています。市民に

対して、個人情報取扱い事務等の内容を明らかにするとともに、市民自らの個人情

報の所在やその内容を確認する手掛かりとすることができます。また、個人情報取

扱い事務について委託契約を締結したときは、事務の目的、受託者の名称等の届出

を課しています。 

  また、これらの個人情報ファイルについては、不正記録等が禁止されています。

個人情報ファイルについて、不正な複写や不正記録物の所持・譲り渡しを行った者

に対しては、組合の区域内外を問わず、立入検査や中止命令、事実の公表などの措

置をとるとともに、命令等に従わない場合や悪質な者は罰則に処することができま

す。 

 

表８ 個人情報等登録件数               令和 3 年 3 月 31 日現在 

名称 区分 令和２年度 

個人情報取扱事務登録簿 登録総数 ９３ 

個人情報ファイル登録簿（電算） 登録総数 ５３ 

個人情報取扱事務委託等登録簿 登録総数 １６ 

 

表９ 個人情報取扱い事務等の登録状況         令和 3 年 3 月 31 日現在 

 個人情報取扱事務 

登 録 簿 

個人情報ファイル 

登 録 簿 

個人情報取扱事務 

委 託 等 登 録 簿 

消防局※１ ３２ ２１ ６ 

草加消防署 ４７ ２４ ７ 

八潮消防署 １４ ８ ３ 

合計 ９３ ５３ １６ 

備考 同一のファイル及び委託事務が複数の事務事業にまたがっている場合もそれぞ

れ１件として計上しています。 

 ※１ 組合議会、監査委員、公平委員会を含む。 
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２ 開示請求等の件数及び処理状況 

  草加八潮消防組合個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求及び処理状況は、

表１０及び表１１のとおりです。 

  なお、令和２年度は、訂正請求及び開示・訂正請求等の審査請求はありませんで

した。 

 

表１０ 請求件数及び処理状況                  （単位：件） 

年度 請求件数 決定件数 開示 一部開示 不開示 取下げ 

平成 29 年度 ２ ２ １ １   

平成 30 年度 ４ ４  ４   

令和元年度 ４ ４ １ ３   

令和２年度 ９ ９ ４ ５   

 

 

表１１ 実施機関別請求件数                   （単位：件）

実施機関 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

管理者 ４ ４ ９ 

内

訳 

消防局 ４ ４ ９ 

草加消防署    

八潮消防署    

組合議会    

監査委員    

公平委員会    

備考 令和２年度は、組合議会、監査委員、公平委員会への請求はありませんでした。 
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３ 不開示決定等の理由 

  個人情報保護条例第１８条、第１９条及び第２０条の規定に基づき開示請求を受

けた個人情報を、不開示又は一部開示等とした理由は次のとおりでした。 

 

表１２ 不開示又は一部開示の理由                （単位：件）

備考 １件の決定で複数の理由が含まれているものもあります。 

  

理由 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

開示請求者以外の第三者情報を

含む情報（第１８条第１号） 
１ ４ ３ ５ 

法人その他の団体に関する情報

又は事業を営む個人の当該事業

に関する情報を含む情報（第１

８条第２号） 

 

  １ 

個人の評価、診断、判定選考、

試験、相談その他これに類する

事項を含む情報（第１８条第３

号） 

 

   

開示により犯罪予防に支障を及

ぼすことが明らかに認知される

に相当の理由を有する情報（第

１８条第４号） 

 

   

実施機関並びに国及び他の地方

公共団体の内部又は相互間にお

ける審議、検討、協議等に関す

る情報を含む情報（第１８条第

５号） 

 

   

実施機関又は国若しくは他の地

方公共団体が行う事務又は事業

に関する情報を含む情報（第１

８条第６号） 

 

   

法令又は条例により公開できな

い情報（第１８条第７号） 
 

   

存否応答拒否（第２０条）     

文書不存在     

その他     

合計 １ ４ ３ ６ 
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Ⅳ 情報公開・個人情報保護審査会 

１ 情報公開・個人情報保護審査会 

  情報公開・個人情報保護審査会は、公開又は開示等の請求に対する決定について、

行政不服審査法に基づく不服があった場合の救済機関です。公平で迅速な審査を行

う第三者機関として、実施機関からの諮問に応じて審査・答申をします。 

  実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をするこ

とができます。決定があったことを知った日から３月以内に実施機関に対して審査

請求をすることができます。実施機関は、審査請求書に基づいて、速やかに情報公

開・個人情報保護審査会に諮問するか、公開・開示又は却下等を行うかの判断をし

ます。 

  情報公開・個人情報保護審査会は、諮問に対して中立の立場から審査を行い、原

則９０日以内に答申を行います。実施機関は、情報公開・個人情報保護審査会の答

申を尊重し、審査請求の内容について、改めて決定します。 

  本組合の情報公開・個人情報保護審査会は、地方自治法第２５２条の１４第１項

の規定に基づき、草加市に同事務を委託しています。 

 

  ＜草加市に情報公開・個人情報保護審査会事務を委託した経緯＞ 

   審査会事務を草加市に委託した経緯として、地方自治法第２５２条の１４第３

項において準用する同法第２５２条の２の２第２項の規定に基づく埼玉県知事宛

ての届出（平成２８年３月２９日付け草総庶第５６８号・草加八潮消第８４号）

に、次のように記載されています。 

   「（審査会・審議会は、）本来であれば組合においてそれぞれ設置するところ

ですが、組合においては年間の開催見込件数が少なく、継続的に委員を確保し続

けることが困難である等の理由から、草加市においてその事務を受託することが

可能か、事前協議を重ねてまいりました。 

   その結果、組合における情報公開条例等は、草加市の条例をもとに整備してい

るため、草加市において審議会等の事務を受託することで適切かつ効率的に処理

できると判断された」 

 

２ 審査請求の状況 

  令和２年度は、公開又は開示等の請求に対する決定について審査請求はありませ

んでした。 
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Ⅴ 情報公開・個人情報保護審議会 

１ 情報公開・個人情報保護審議会 

  情報公開・個人情報保護審議会は、組合の情報公開制度及び個人情報保護の適正

かつ円滑な運営を図るため、設置する審議会です。 

  審議会は、実施機関の諮問に応じて、次の事項の調査審議をするとともに、実施

機関に対して意見を述べることができます。 

 ⑴ 個人情報保護条例の規定により実施機関が審議会の意見を聴くこととされた事

項 

 ⑵ 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項 

 

  本組合の情報公開・個人情報保護審議会は、地方自治法第２５２条の１４第１項

の規定に基づき、草加市に同事務を委託しています。 

  なお、草加市に委託した理由は、情報公開・個人情報保護審査会の事務委託と同

じ理由です。 

 

２ 個人情報保護条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項 

  個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、令和２年度は草加八潮消防

組合管理者が１件の諮問を行い、次のとおり答申を受けました。 

諮問事項  答申番号  答申の概要（抜粋）  

「ドライブレコーダーのデ

ータの保存」及び「ドライ

ブレコーダーのデータの保

存における草加八潮消防組

合個人情報保護条例に規定

する審議会の意見を聴くこ

ととされた事項の承認」に

ついて  

令和 2 年度

第 2 号  

１ 適正な維持管理等（条例９条１項３号） 

 草加八潮消防組合公用車に設置されたドライブレコーダーによりデータを保存することについては、

事故発生時の原因究明等において必要であることから認めるものとする。  

２ 本人以外からの個人情報収集の承認（条例５条３項５号） 

 草加八潮消防組合公用車に設置されたドライブレコーダーによりデータを記録することについては、

公益上特に必要があり、本人の権利利益を不当に侵害しない場合に該当し、本人以外からの個人情報の

収集を認めるものとする。  

３ 本人以外から個人情報を収集した場合の本人あて通知省略の承認（条例第５条第４項ただし書） 

 草加八潮消防組合公用車に設置されたドライブレコーダーによりデータを記録することについては、

本人の権利利益を不当に侵害しない場合に該当し、本人以外から個人情報を収集した場合にその旨及び

内容を本人に通知することを省略できるものとする。 

４ 個人情報の目的外利用又は外部提供の承認（条例第７条第１項第５号） 

 草加八潮消防組合公用車に設置されたドライブレコーダーにより記録したデータについて、犯罪等の

解決のため警察等へ提供する場合又は草加八潮消防組合公用車の事故等に係る対応等のため、保険会社
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等に提供する場合は、公益上特に必要があり、本人の権利利益を不当に侵害しない場合に該当し、個人

情報の外部提供を認めるものとする。  

 なお、犯罪等の解決のため警察等へ外部提供を行った場合又は草加八潮消防組合公用車の事故等に係

る対応等のため、保険会社等に提供する場合は、審議会に報告するとともに、犯罪等の解決以外の目的

において提供を求められた場合は、審議会の意見を聴くこととする。  

５ 個人情報を目的外利用又は外部提供した場合の本人あて通知省略の承認（条例第７条第２項ただし

書） 

 草加八潮消防組合公用車に設置されたドライブレコーダーにより記録したデータについて、犯罪等の

解決のため警察等へ提供を行った場合又は草加八潮消防組合公用車の事故等に係る対応等のため、保険

会社等に提供する場合は、本人の権利利益を不当に侵害しない場合に該当し、個人情報の外部提供を行

った場合にその旨及び内容を本人に通知することを省略できるものとする。  
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Ⅵ 防犯カメラの運用状況 

１ 防犯カメラの設置及び運用に関する規則 

  組合では、犯罪の抑止、予防若しくは再発防止、犯罪発生後の事件解明、防災、

施設管理等を目的とする場合に限り、草加八潮消防組合防犯カメラの設置及び運用

に関する規則に基づき防犯カメラの設置を認めています。 

  設置に当たっては、目的を達成するために必要と認められる場所に設置すること

とし、あらかじめ次に掲げる事項を告示した上で設置することとしています。 

 ⑴ 防犯カメラを設置する施設又は防犯カメラのシステムの名称 

 ⑵ 施設の所在地又は防犯カメラの設置場所 

 ⑶ 設置目的 

 ⑷ 防犯カメラ管理責任者 

 ⑸ 設置日 

 

２ 防犯カメラの設置・外部提供状況 

  草加八潮消防組合防犯カメラの設置及び運用に関する規則に基づく設置状況は、

表１３（１４頁）のとおりです。 

  また、この規則に基づき、犯罪等の解決のため警察等から画像の提供を求められ

た場合に限り、防犯カメラの画像を提供できます。 

  外部提供の実施件数については、令和２年度は４件で、同年度の内訳は表１４

（１５頁）のとおりです。 
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表１３ 草加八潮消防組合防犯カメラ設置及び運用に関する規則により設置している

カメラ一覧 

告示日 
（告示番号） 

防犯カメラの名称 設置場所 設置目的 
防犯カメラ 
管理責任者 

設置日 

令和元年 
９月３日 
（２０） 

草加消防署 
消防車両監視（兼）車庫
前防犯システム 

草加市神明二丁目
２番２号 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

情報指令課長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

草加消防署 
庁舎北側防犯システム 

草加市神明二丁目
２番２号 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

草加消防署管
理課長 

令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

草加消防署 
庁舎駐輪場防犯システム 

草加市神明二丁目
２番２号 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

草加消防署管
理課長 

令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

草加消防署 
庁舎東側防犯システム 

草加市神明二丁目
２番２号 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

草加消防署管
理課長 

令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

西分署 
消防車両監視（兼）車庫
前防犯システム 

草加市西町 
１０８番地２ 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

西分署長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

西分署 
庁舎西側防犯システム 

草加市西町 
１０８番地２ 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

西分署長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

青柳分署 
消防車両監視（兼）車庫
前防犯システム 

草加市青柳六丁目
２３番６号 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

青柳分署長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

青柳分署 
庁舎東側入口防犯システ
ム 

草加市青柳六丁目
２３番６号 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

青柳分署長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

青柳分署 
庁舎東側駐車場防犯シス
テム 

草加市青柳六丁目
２３番６号 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

青柳分署長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

北分署 
消防車両監視（兼）車庫
前防犯システム 

草加市清門二丁目
１番地４３ 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

北分署長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

北分署 
庁舎西側防犯システム 

草加市清門二丁目
１番地４３ 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

北分署長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

谷塚ステーション 
庁舎駐輪場防犯システム 

草加市谷塚町５２
５番地２ 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

谷塚ステーシ
ョン所長 

令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

八潮消防署 
消防車両監視（兼）車庫
前防犯システム 

八潮市大字鶴ケ曽
根１１８５番地 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

情報指令課長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

八潮消防署 
庁舎東側防犯システム 

八潮市大字鶴ケ曽
根１１８５番地 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

情報指令課長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

八潮消防署 
庁舎西側防犯システム 

八潮市大字鶴ケ曽
根１１８５番地 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

情報指令課長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

八潮消防署 
庁舎北側防犯システム 

八潮市大字鶴ケ曽
根１１８５番地 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

情報指令課長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 

八潮消防署 
正面玄関防犯システム 

八潮市大字鶴ケ曽
根１１８５番地 

消防庁舎における犯罪
を抑止するため 

情報指令課長 
令 和 元 年 
９ 月 ６ 日 
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表１４ 防犯カメラ映像の外部提供実施状況 

Ｎｏ. 担当課 防犯カメラ名称 提供日 提供先 理由 提供方法 

1 情報指令課 

①八潮消防署 
消 防 車 両 監 視
（兼）車庫前防
犯システム 

②八潮消防署 
庁舎西側防犯シ
ステム 

令 和 ２ 年 
９月１８日 草加警察署 事件捜査のため 動画を DVD-

R で提供 

2 情報指令課 

①八潮消防署 
消 防 車 両 監 視
（兼）車庫前防
犯システム 

②八潮消防署 
庁舎西側防犯シ
ステム 

令 和 ３ 年 
１ 月 ４ 日 草加警察署 

道路交通法違反
被疑事件捜査の
ため 

動画を DVD-
R で提供 

3 北分署 

北分署 
消防車両監視
（兼）車庫前防
犯システム 

令 和 ３ 年 
１月２９日 草加警察署 

過失運転致傷被
疑事件捜査のた
め 

動画を USB
で提供 

4 
草加消防署
谷塚ステー
ション 

谷塚ステーション 
庁舎駐輪場防犯
システム 

令 和 ３ 年 
３ 月 ８ 日 草加警察署 

道路交通法違反
被疑事件捜査の
ため 

動画を USB
で提供 
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Ⅶ 会議公開制度 

１ 審議会等の会議公開制度 

  情報公開条例第２４条に基づき、組合の附属機関の会議は、個人情報等の非公開

情報に当たる内容を審議するもの以外を原則公開としています。 

  公開した審議会等の結果については、速やかに会議録を作成し、組合ホームペー

ジ及び草加消防署庁舎（草加市神明二丁目２番２号）で公開しています。 

 表１５ 審議会等の公開・非公開別         令和 3 年 3 月 31 日現在 

審議会等の数 公開決定 案件により決定 非公開決定 未決定 

２ ２    

 備考 審議会等の数は、草加市に事務委託している審議会及び休止中の審議会を除

きます。 

 

２ 審議会の傍聴 

  公開を決定した審議会は、誰でも自由に傍聴することができます。予約や申請な

どの手続は不要ですが、多くの審議会は開催時刻までの先着順となっています。 

  審議会開催予定は、組合構成市の広報及び組合ホームページでお知らせします。 

 表１６ 公開した審議会等 

年度 公開した審議会等 傍聴者数 

２ １ ０人 

 

３ 審議会等の委員公募制度 

  公募可能な選出区分のある審議会については、委員の公募を行います。 

  委員の公募は、組合構成市の広報及び組合ホームページでお知らせします。 
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Ⅷ 交際費公開の状況 

１ 交際費の公開 

  組合運営の透明性を高めるため、交際費の執行状況を組合ホームページで公開し

ています。対象は、管理者、議長、消防長、消防団長の交際費すべてが対象です。 

  また、交際費の支出の適正化と透明性を高めるため、交際費の支出基準を定めて

います。 

 

２ 交際費公開の運営状況 

  公開する交際費の内容は、支払年月日、支払目的、相手先名（病気見舞いは除

く。）及び金額の全てです。３か月ごとに執行した交際費の内容を取りまとめ、４

月、７月、１０月、１月に組合ホームページで公開しています。 
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表７ 令和２年度情報公開請求処理状況 

No. 受付日 請求の内容 対象文書 実施機関 
公開決定

等の期限 
決定日 決定内容 備考 

1 
令和 2 年 

6 月 17 日 

草加市立病院の最新の消防

用設備等（特殊消防用設備

等）点検結果報告のうち非

常電源（自家発電設備）の

総合点検の点検票 

※蓄電池の点検票を除く 

※個人情報及び印影を除く 

・草加市立病院(草加市草加 2-21-

1) 

上記、防火対象物の最新の消防用

設備等（特殊消防用設備等）点検

結果報告書のうち 非常電源（自家

発電設備）の総合点検の点検票 

※蓄電池の点検票を除く 

※個人情報および印影を除く 

予防課 
令和 2 年 

7 月 1 日 

令和 2 年 

6 月 25 日 
一部公開 

立 会 者氏

名、印影 

点 検 者氏

名 、 資格

番 号 、印

影 

防 火 管理

印影 

公開請求手数料 

400 円 

公開実施手数料 

240 円 

写しの作成費用 

60 円 

郵送代 

94 円 
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